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　子育てに関する講座や講習会、育児相談などを行っ
ています。申込みが必要な場合がありますので、各ホー
ムページを確認いただくか、問合せください。
▼対象　０歳から就学前の子どもと保護者・妊娠中の方
▼時間　平日 9 時～ 14 時　

子育て支援センターからのお知らせ

おとぎのくに
ホームページ

おとぎキッズ（太美地区） 
▼内容　ベビーマッサージ、バランス

あそびのひろば（当別地区） 
▼内容　絵本の読み聞かせ・わらべうた、

町ホームページ

こけテラリウムの制作、ぱくぱく教室　
▼問合せ　子ども未来課子育てサポー
ト係（ゆとろ内・☎ 25 － 2658）

ボール、絵本の読み聞かせ、給食試食会
▼問合せ　認定こども園おとぎのくに

（☎ 26 － 2353）

　毎年大人気の文庫本シリーズが勢揃いしました。寒
さに負けず、ぜひお越しください。
▼日時　１月４日（土）～ 31 日（金）
▼問合せ　当別町図書館（☎ 23 － 0573）、当別町
図書館西当別分館（☎ 26 － 3300）

当別町図書館企画展 第 51 弾は文庫フェア

新着図書
当別町図書館【一般書 30 冊、児童書 35 冊】
・「街角ファンタジア」（一般書）村山 早紀
・「北海道とアイヌ民族の歴史」（児童書）桑原 真人 /

川上 淳
当別町図書館西当別分館【一般書 24 冊、児童書 25 冊】
・「婿どの相逢席」（一般書）西條 奈加
・「トミカとトム ぼくのたんじょうび」（児童書）
　つむぱぱ

　令和７年４月１日から保育施設の利用を希望される

令和７年度保育施設利用申込の
二次募集は 1 月 31 日まで

方は「教育・保育給付認定（保育の必要性
の認定申請）」と「入所申込」の手続きが
必要です。詳しくは町ホームページをご確
認いただくか、問合せください。 町ホームページ

▼二次募集期限　１月 31 日（金）
※期間内に提出が間に合わない方や必要書類に不備

がある方は、三次募集（２月３日開始）以降での
受付となります。

▼申込み先・問合せ
・子ども未来課子ども係（ゆとろ内・☎ 23 － 3024）
・認定こども園当別夢の国幼稚園（☎ 23 － 2381）
・認定こども園おとぎのくに（☎ 26 － 2353）

　高校生までの児童生徒で、現在、受給者証をお持ち
でない方は申請が必要です。まだ手続きを行っていな
い方は福祉係まで問合せください。

子ども医療費助成・児童手当の申請は
お済みですか

子ども医療費助成

　令和６年 12 月６日に新制度に基づく初回支給を
行っていますが、支給されなかった場合や高校生まで

児童手当

の児童生徒を養育している方で、手続きを行っていな
い方は福祉係まで問合せください。
▼提出先・問合せ　保健福祉課福祉係（ゆとろ内・☎
23 － 3019）

採用種目 応募資格 受付期間 試験期日

自衛官候補生 18 歳以上 33 歳未満の者 年間を通じて 受付時にお知らせ

陸上自衛隊
高等工科学校

（令和７年度入校）

男子で中卒（見込含）
17 歳未満の者

令和７年１月 16 日（木）
まで

１次試験（次のいずれか１日）
令和７年１月 25 日（土）、

１月 26 日（日）
※２次試験あり

メールでのお問合せは右記の QR コードから。
▼詳細 自衛隊札幌地方協力本部江別地域事務所　☎ 011 － 383 － 8955
　　　 役場環境生活課町民生活係　☎ 23 － 3209

◎自衛官採用案内
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　令和７年度を始期とする「当別町こど
も計画」の策定にあたり、皆さんの意見
を募集します。
　また、こども基本法の趣旨を踏まえ、
こどもの意見を計画に反映するため、こ
どもにわかりやすい平易な言葉を使った
やさしい版も配布します。

町ホームページ

▼閲覧場所　町ホームページ、役場１階 環境生活
課窓口、ゆとろ、西当別支所、総合体育館、白樺コ
ミュニティーセンター、西当別コミュニティーセン

▼提出方法　町ホームページ、郵送、FAX、メー
ルまたは閲覧場所に設置した投函箱へ提出してくだ
さい（様式は自由）。また、「当別町こども計画につ
いて」と明記し、住所、氏名、所属団体等の名称、
連絡先を記載してください。なお、電話や窓口では
受付できません。
▼問合せ　子ども未来課子ども係（ゆとろ内・☎23
－3024 ／ＦＡＸ：25－5018／ mail：kosodate@
town.tobetsu.hokkaido.jp

ター、当別図書館
▼対象　町民、町内に事業所等を有する
方・勤務する方、町内の学校に在学する
方、当該計画に利害関係を有する方

当当別別町町こども計画
こども計画をを

　第１回は、アイスブレイクによる自己紹介や
学校活動の意見交換から始まり、町の良さや改
善点を付箋に書き、全体で意見を共有しました。
　第２回は、10 年後に当別町が「こうなって
欲しくないこと」と、「こうなって欲しいこと」
の２つをテーマに話し合い、自分たちの意見を
付箋に書き、全体で意見を共有しました。
　第３回では、これまでの話し合いをもとに、

「これからも住み続けたいまち」の姿を具体的
にまとめて発表しました。
　子どもたちからは、「自然が豊か」、「食べ物
が美味しい」、「交流人口を増やす」、「皆が住み
やすくなって欲しい」といった意見が出されて
いました。

策策定定するにあたり
するにあたり

皆皆さんさんのの意見意見をを募集募集しますします

　当別町小中高大生 TOWN ミーティン
グとは、町内各学校の代表が集まり、課
題解決方法の学習や情報交換を通じ、各
学校の活動や地域との関わりについて考
えることを目的として開催しています。
　ミーティングでは、「これからも住み
続けたい当別町って、どんなまち？」を
テーマに、全３回にわたって活発な意見
交換が行われました。こどもたちの意見
は「当別町こども計画」に反映します。

実実施施しました
しました

当 日 の  様 子

１月 11 日（土）～２月 10 日（月）

11月 15 日（金）、19 日（火）、26 日（火）

募 集 期 間

白樺コミュニティーセンター

日 程

小中高大小中高大生生TOWNTOWNミーティミーティングングをを

～意見は当別町こども計画に反映します～

～意見は当別町こども計画に反映します～
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　「学習指導要領」というものをご存じですか。学習

指導要領とは、全国どこの学校でも一定の教育水準が

保てるよう、文部科学省が定めている教育課程の基準

です。その時代に求められる学力を反映させながら、

およそ 1０年に一度改訂され、これを基に子どもたち

の教科書や時間割りが作られています。学校で学んだ

ことが、子どもたちの今日の生活を豊かにし、将来の

生きる力を支える学力となるように、新しい学習指導

要領が、小学校では令和２年度、中学校では令和３年

度から全面実施、高等学校では令和４年度の新入生か

ら実施されています。つまり、私たちがこれまで受け

てきた授業の様子とは、子どもたちの学びが大きく様

変わりしています。

　例えば、小学校３・４年生から外国語活動が導入さ

れ、英語に親しみながら学習が進められています。当

別町においては、１年生から外国語に慣れ親しむ学習

が行われています。特に

学力向上推進講師や ALT

（外国語指導助手）も授

業に加わり、生きた英

語、児童生徒とのコミュ

子どもたちの学びが変化しています！

ニケーションを通した学びに取り組んでいます。

令和７年１月　第８号

　プログラミングの授業も行

われるようになりました。既

存教科の中で、難しいプログ

ラミング言語を学ぶのではな

く、物事を順序立てて考える

「プログラミング的思考」を養い、試行錯誤を繰り返

すことで問題解決する能力を培うことが目的です。教

育委員会社会教育課においても、一人一台端末を活用

したプログラミング教室を開催し、体験の中で様々な

課題を見つけ、クリエイティブな発想で問題解決を図

る取り組みを進めているところです。

　さて、学習指導要領では、

英語に限らず、どの教科でも

子どもたちが自ら考え、対話

しながら学びを深めていくこ

とを重視しています。そのこ

いく、自分の考えを表現する授業作りに取り組みなが

とを「主体的・対話的で深い学び」と表現しています。

これまでの授業は、先生が授

業の大半を一方的に話してい

るという部分が大きかったか

もしれませんが、なるべく子

どもたちが対話をして考えて

ら、みんなで考えを深めてい

ます。そのためのツールとし

て、一人一台端末を効果的に

活用した「一人一人の子ども

に合った学び（個別最適な学

び）」と「皆で力を合わせて

学ぶ（協働的な学び）」の一

体的な充実を進めています。

　これからの社会が、どんな

に変化して予測困難になって

も、子どもたちが自らの資

質や能力でそれぞれに描く

幸せを実現できるように、

各学校では授業改善に力を

入れて取り組んでいます。

「学びの進化」には、学校

での取り組みと共に、保護者や地域の方々の働きかけ

がとても大切です。学校

と保護者、地域が一つと

なって、子どもの未来を

見つめ、当別町の子ども

たちの生きる力を育んで

いきましょう！
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